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・新川地域介護保険組合の平成26年度予算について
・平成26年度の介護保険料について
・介護保険事業計画懇話会委員の募集について
・介護報酬の改定について

本紙の主な内容

　入居者の個性とプライバシーが確保された生活空間と少人数の入居者が交流できる空間
で、10人程度のグループのユニット（生活単位）ごとに食事や入浴などの日常生活を送り、
自分らしい生活ができるよう工夫されています。

特別養護老人ホーム
おあしす新川

新ユニット棟
「かがやき」
平成26年４月開設

ユニットコンセプト：楽しく安心できる「みんなの我が家」
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歳
入

　

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
保
険

料
は
、
14
億
６
，４
５
０
万
円
で
、
前
年
度
当
初
予

算
と
比
較
し
て
、
１
・９
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
支
払
基
金
交
付
金
と
し
て
交
付
さ
れ
る
40

歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
方
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の

保
険
料
は
、
前
年
度
と
比
べ
約
１
億
４
，６
５
９
万

円
、
率
で
７
・０
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
他
、
国
庫
支
出
金
、
県
支
出
金
、
市
町
負

担
金
は
、
介
護
給
付
費
の
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
率
に

基
づ
き
計
上
し
て
い
ま
す
。

歳
出

　

介
護
給
付
費
は
、
歳
出
予
算
の
95
・
２
％
を
占

め
、
前
年
度
と
比
べ
約
５
億
４
百
万
円
、
率
で

７
・
１
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
は
、
約
４
億
７
千
２
百
万
円
の
増
、

率
で
７
・
2
％
の
増
と
な
り
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

費
は
、
約
２
千
６
百
万
円
の
増
、
率
で
６
・
０
％
の

増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
で

約
１
，０
６
０
人
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
で
約
１
，６
３
０

人
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
で
約
９
８
０
人
、
全
体
で

約
３
，６
７
０
人
の
利
用
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

歳 入
80億2,580万円

歳 出
80億2,580万円

その他 1億5,721万円 

高額サービス費ほか　1億3,192万円 

65歳以上の方の保険料
14億6,450万円 

支払基金交付金
（40歳から64歳

までの方の保険料）
22億4,361万円 

国庫支出金　18億2,086万円

県支出金
11億7,142万円

市町負担金
11億6,820万円

施設サービス費
34億284万円

居宅サービス費
38億2,113万円

地域支援事業費　2億531万円
人件費等事務費　1億8,452万円特定入所者介護サービス費

2億8,008万円

 平成26年度　新川地域介護保険組合予算概要

歳入

歳出

平
成
26
年
度
予
算
に
つ
い
て

　

平
成
26
年
度
の
予
算
総
額
は
、
８
０
億
２
，５
８
０
万
円
で
、
前
年
度
当
初
予
算
と
比
べ
５
億
１
，

８
１
９
万
円
、
６
・
９
％
の
増
加
と
な
り
ま
し
た
。
増
加
の
要
因
と
し
て
は
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
利
用
者

数
の
増
加
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
整
備
等
が
主
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度
は
、
平
成
24
年
度
か
ら
平
成
26
年
度
ま
で
の
第
５
期
事
業
計
画
期
間
の
最
終
年
度
に
あ
た

り
、
こ
れ
ま
で
の
介
護
保
険
事
業
の
実
績
を
検
証
、
分
析
す
る
と
と
も
に
、
地
域
住
民
の
介
護
ニ
ー

ズ
を
的
確
に
把
握
し
な
が
ら
、
団
塊
の
世
代
が
75
歳
以
上
と
な
る
平
成
37
年
を
見
据
え
た
第
６
期
介

護
保
険
事
業
計
画
の
策
定
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

　

今
後
も
関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続

け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
医
療
・
介
護
・
予
防
・
住
ま
い
・
生
活
支
援
が
一
体
的
に
提
供
さ
れ
る

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。
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■介護保険料の納め方
　65歳以上の方の介護保険料は、原則年金からの天引きとなります。しかし、65歳になられてすぐに天引
きとなるわけではなく、天引き開始まで約６か月〜１年かかります。天引きが開始されるまでの間は、納付
書または口座振替により納めて頂く必要があります。

「年金からの天引き」のことを特別徴収、
「納付書または口座振替」のことを普通徴収
と言います。保険料のご案内の際は、上記
の表現により記載されます。

　介護保険料は前年の所得等により算定し、７月に１年間の保険料をご案内いたします。また、年度途中に
65歳到達、転入、転出、死亡等があったときは、月割り計算により保険料を決定（変更）します。

■介護保険料の減免について
　災害や主たる生計維持者の死亡・疾病などによる生活の著しい困窮等により、保険料を納めることが困難
と認められる場合で、一定の要件を満たす場合は、保険料が減免されます。保険料負担の公平性を確保する
観点から、全額免除はありませんが、保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。

　新川地域介護保険組合では、介護保険の円滑な運営を図るために介護保険事業計画を策定していますが、計画の進
捗状況を確認するとともに、見直し計画を策定するために意見を述べていただく懇話会委員を募集します｡

１募集期間　平成26年５月７日から６月６日まで
２募集人員　若干名
３任　　期　委嘱の日から３年
　　　　　　�平成26年度では年４回、平成27・28年度

では年１回の会議を予定しています。
　　　　　　会議出席ごとに報償が支給されます。
４応募資格　�黒部市、入善町、朝日町に住所を有し、平

成26年４月１日に20歳以上である方

５応募方法　�応募用紙に必要事項を記入のうえ、応募し
てください。（電子メールでも応募できます。）

　　　　　　�応募用紙は、組合のホームページからもダ
ウンロードできます。

６応募・問合せ先　新川地域介護保険組合
　　　　　　　　　黒部市北新199　℡�57-3303
　　　　　　　　　E-mail��info@niikawakaigo.jp
　　　　　　　　　ＵＲＬ��http//www.niikawakaigo.jp

■保険料を滞納すると？
　特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて保険給付が一時差し止めになった
り、利用者負担が１割から３割になったりする措置がとられます。保険料は必ず納めてください。

■第１号被保険者（65歳以上）の介護保険料

平成26年度の介護保険料について

所得段階 段階の基準 負担割合
(基準額に対する割合)

保険料
月額 年額

第１段階 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、 生活保護被保護者等の方 基準額×0.40 1,900円 22,800円

第２段階 住民税世帯非課税者等であって、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下の方 基準額×0.50 2,400円 28,800円

第３段階 住民税世帯非課税者等であって、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円を超え120万円以下の方 基準額×0.60 2,900円 34,800円

第４段階 住民税世帯非課税者等であって、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円を超える方 基準額×0.70 3,400円 40,800円

第５段階 住民税本人非課税者等であって、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下の方 基準額×0.85 4,100円 49,200円

第６段階 住民税本人非課税者等であって、課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円を超える方 基準額 4,800円 57,600円

第７段階 住民税本人課税者で合計所得金額が125万円未満の方 基準額×1.10 5,300円 63,600円

第８段階 住民税本人課税者で合計所得金額が125万円以上190万円未満の方 基準額×1.25 6,000円 72,000円

第９段階 住民税本人課税者で合計所得金額が190万円以上250万円未満の方 基準額×1.45 7,000円 84,000円

第10段階 住民税本人課税者で合計所得金額が250万円以上の方 基準額×1.70 8,200円 98,400円

給与から天引き
または

国保税に含む

納付書
または

口座振替で納付
年金から天引き

40歳 65歳
（普通徴収） （特別徴収）

（６か月～１年後）

介護保険事業計画懇話会の委員を募集します
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み
な
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
保
険
料
が
介
護
を
支
え
て
い
ま
す
。

アピタ

至 魚津

８号線

メルシー

市役所

電鉄黒部

至 生地

至 宇奈月
黒
部
駅

至 

入
善

市民
病院

位置図

新川厚生センター

新川地域介護保険組合

全人口 81,752人

65歳以上人口 25,301人

要支援・
要介護認定者数 4,521人

（平成26年３月末現在）

４月から介護報酬が改定されています
　４月から消費税が８％になったことで、介護保険の事業者に支払われる介護報酬
が改定されています。ただし、増税分の３％がそのまま上乗せされている訳ではな
く、サービスによって上乗せ率は異なり、全体で平均して0.63％の上乗せになって
います。介護報酬が改定されたことで、利用者のみなさんの負担なども変わってい
ます。

■利用者負担が変わっています
　介護保険サービスを提供する事業者の負担を抑えるために介護報酬が上乗せされ
ていますが、これに伴って介護報酬の１割に当たる利用者負担も変わっています。

■サービス利用の上限額が変わっています
　在宅サービスでは、１か月に介護保険で利用できる上限額（支給限度額）が決め
られていて、それを超えて利用した分は利用者が全額負担します。介護報酬の改定
によって利用者負担が増えたため、今までと同量のサービスを利用しても上限を超
える可能性があることから、支給限度額も引き上げられています。

要介護状態区分 改正前支給限度額 改正後支給限度額
要支援１ 　49,700円 50,030円
要支援２ 104,000円 104,730円
要介護１ 165,800円 166,920円
要介護２ 194,800円 196,160円
要介護３ 267,500円 269,310円
要介護４ 306,000円 308,060円
要介護５ 358,300円 360,650円

※�現在、「介護保険被保険者証」には、改正前の区分支給限度額が記載されており、
改正後の限度額と差異が生じますが、今お持ちのものをそのままお使いください。
（介護サービス事業所等は、４月から新しい区分支給限度額で対応しています。）

■その他は…
　特定入所者介護サービス費（施設での居住費と食費）、福祉用具購入費・住宅改修
費の支給限度額などの変更はありません。

　にいかわ介護vol.23の記載内容に誤りがありましたので、お詫び申し上げるとともに、訂正
させていただきます。
　２ページ　
　（誤）　　単年度実質収支では１億6,498万円の黒字決算となっております。
　（正）　　単年度収支では4,529万円の黒字決算となっております。


